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　翻　　　訳　

マイケル・ゴードン（リヴァプール大学法学部）　　　　

「憲法上の流動化の時代における

連合王国の国会主権　　　　　　　

―挑戦，中心的な位置および自己満足―」（1）

訳：倉　持　孝　司

〔訳者によるはしがき〕

「イギリス憲法研究会」は，2012 年に京都で第 1 回「日英比較憲法セミナー」を

開催して以降， これまでに第 2 回 （2013 年，英国），第 3 回 （2015 年，日本），第 4 回

（2016 年，英国）と同セミナーを連続して開催して来た（本セミナーについて，ジョ

ン・マッケルダウニイ 〔愛敬浩二＝宮内紀子（訳）〕「展開・改革・変化の中のイギリス公法

―展望と論争」 〔法政論集268号 （2016年） 349頁〕 に付された 「訳者によるはしがき」）。

そして，2017 年 9 月には， 「Brexit と英国憲法 （Brexit and the British Constitution）」 

をテーマに， 英国から講師としてユーイング （Keith Ewing） 教授 （ロンドン・キングス

カレッジ） およびゴードン （Michael Gordon） 教授 （リヴァプール大学） を招聘し，第

5 回「日英比較憲法セミナー」（京都）を開催した。本セミナーの開催は，社会科学

国際交流江草基金の助成によって可能となったことを記し，あらためて感謝を申し

上げたい。

ユーイング教授は，これまでにも何回か来日されたことのある憲法・労働法の専

門家である （とくに， 1931 年に初版が出された憲法・行政法の「基本書」である『憲法・

行政法』 〔E.C.S. Wade and G.G. Phillips, Constitutional & Administrative Law〕 を，1993

年出版の第 11 版から Bradley 教授とともに引き継ぎ 〔A.W. Bradley & K.D. Ewing, Consti-

tutional & Administrative Law〕， 同書は， 2015 年に第 16 版が出版されている 〔A.W. Brad-
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ley, K.D. Ewing & C.J.S. Knight, Constitutional & Administrative Law, 2015, Pearson〕）。

ゴードン教授は，「国会主権」を専門とするいわば新進の憲法研究者で，その代表

著作は，Michael Gordon, Parliamentary Sovereignty in the UK Constitution, 2015, 

Hart Publishing である。

上記セミナーでは，ユーイング教授「Brexit と英国憲法―法的問題ではなく政

治的問題」およびゴードン教授「国会主権と Brexit」の二つの講義が行われた。

「イギリス憲法研究会」 は， イギリス憲法は， 1970 年代以降， 「流動化 （in flux）」

状態にあるとの認識に基づいて，イギリス憲法の「変容」の状況を検討することを

課題として設定し共同研究を行って来た（その成果として，松井幸夫編著『変化する

イギリス憲法―ニュー・レイバーと「憲法改革」―』 〔敬文堂，2005 年〕，倉持孝司＝

松井幸夫＝元山健共編著『憲法の 「現代化」 ―ウェストミンスター型憲法の変動―』

〔敬文堂，2016 年〕）。そして，とくにこの間，大きな問題となっている「連合王国

（以下，UK と記す）と EU との関係」についてあらためて検討課題とする必要があ

るのではないかと考えた。しかし， UK の EU 離脱 （‘Brexit’） がイギリス憲法に大き

な不確実性をもたらしているとしても，そもそもイギリス憲法にとって ‘Brexit’ は

いかなる問題なのかが必ずしも明らかではないように思われた。そこで，‘Brexit’

をめぐる憲法的あるいは政治的な諸問題について全般的な理解が得られればと考

え，ユーイング教授には「Brexit と英国憲法」についての総論的講義をお願いし

た。次に，‘Brexit’ は，UK にとって，「国会主権」だけでなく「国家主権」の問題

でもあり，UK と EU の関係は ‘Brexit’ 以降も問題となり続けるのではないかと思

われる。しかし，イギリスの憲法論議においては専ら「国会主権」の問題がテーマ

になっているようにみえることから，あらためて，「国会主権」をめぐる今日的問

題状況について理解が得られればと考え，ゴードン教授には「国会主権と Brexit」

と題する講演をお願いした（これらの講演の内， ユーイング教授の講演については，別

途紹介が行われる予定である）。ゴードン教授には，セミナー当日およびその前後の

訳者との意見交換も踏まえて新たな論文を書き下ろしていただくことができた。そ

こで，今回，この新たな論文を訳出することにした次第である。
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憲法上の流動化の時代における連合王国の国会主権

―挑戦，中心的な位置および自己満足―

　　はじめに

第 1節　政治上の展開

　（1）　2016 年 EU レファレンダムおよび国会主権のスローガン化

第 2節　司法上の展開

　（1）　国会主権の一つの（空虚な？）再主張としての Miller 事件

　（2）　国会主権の司法部による再配置

　　　　 ―主流化する疑念と安定化する例外　　（以上，本号）

第 3節　立法上の展開

　　結　　論

はじめに

現在，連合王国（UK）は，憲法が最も激しく活性化した時期を経験していると

ころである。とくに 2015 年以降，UK は憲法の流動化の時代にあるように思わ

れ，デイヴィッド・キャメロン（David Cameron）保守党政府選出に続く 3年間に，

UK の憲法および政治は重大な展開をみせている。というのは，キャメロンは，選

挙マニフェストにおいて，（とりわけ）UK が EU の構成員であることに関する全

国的レファレンダムの実施を約束したからである。EU 離脱（‘Brexit’）決定は，そ

の後に継続している憲法上の変化の時期の中心に位置するものとなっている。しか

し，UK と EU との複雑な関係を解体すること（ほとんど即座に再建することにな

るが）に加えて，‘Brexit’ によって引き起こされた憲法上の大混乱は，スコットラ

ンド，ウェールズおよび北アイルランドへの権限移譲の地位，執行権の範囲，国内

裁判所の役割および UK の政治システムにおける民主的政策決定（直接的あるい

は代表制的な）の位置付けに関して挑戦的な問題を誘発している。UK の憲法が，

‘Brexit’ その他から生じる流動化の時代にあるというのはこういう意味であり，UK

の憲法的秩序の中核的教義の多くが挑戦に服しているのである。そして，重大なこ

とは，これらの挑戦は，一部重なり合いつつ相互に影響し合っており，UK の政治

システムの現状についてさらに一層複雑な問題を誘発しているということである。

国会主権の概念は，これらのしばしば白熱した，まさに公けの法的・政治的議論
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の多くの中核に位置している。国会主権の原理の憲法上の地位，その中心的な位置

（centrality），機能，正当性および法的範囲はすべて，重大な注目を集める論議の対

象となっている。しかしながら，ある意味では，これは何か格別新しいものなのか

どうかについて疑問をさしはさむことが許されるかもしれない。というのは，国会

主権は，長年にわたって広範囲の挑戦（あるものは重大であり，また，あるものは

それほど重大ではない）に服してきた原理だからである。すなわち，国会主権は，

いくつかの疑念によって定義された憲法上の原理になっており，それは，EU や

ヨーロッパ評議会（the Council of Europe）のような超国家的組織の構成員であるこ

とによって提起される問題から，権限移譲制度を通しての権限の国内的再配分に

よって引き起こされる問題，あるいは次第に権限を強化する司法部のいくつかの部

分における明白な懐疑的態度に及んでいる。実際に，国会主権は減少し，置換さ

れ，希薄化されあるいは再定義されつつあるのかどうかについての議論が，UK に

おける今日の憲法についてのおそらく支配的な物語である。

国会主権の限界（EU の構成員であること，権限移譲，人権の制定法上の承認そ

の他多くのことから生じる）についての活発な実験の今日的段階以前においてで

あっても，国会主権という憲法上の原理の意味および含意は争われた。ダイシーの

古典的説明において，UK の国会の主権性は，「たとえどのような法律であっても

制定あるいは廃止する権利」であり，かつ，「いかなる人あるいは団体も，国会の

立法を覆したり廃止したりする権限を有するとは……認められないことである」と

定義された1）。これら中核となる関連した命題は，明らかに国会主権を法的権限に

関するものとみなしており，その場合，国会は，法の事項としてのみ無制限である

にすぎず，その立法活動を方向付け，情報を提供する一連の政治的，実際的，民主

的，経済的，社会的および道徳的な諸制約にはなお服しているとみなされているの

である。しかし，たとえこうした基礎的な出発点を受け入れるとしても，法的に無

制限な立法権能についての上のような説明は，多くの事項を論争の余地のあるもの

とした。20 世紀において，法的に主権的な国会が，以前の主権的な立法権限に対

する主張を打ち消すような，それまで英国の支配下にあった諸国家による独立へ向

けての動きに対して，いかに適切に応答しうるかという重大な問題は，憲法研究者

からの明確かつ実効的な回答を要求した2）。そして，主権的国会が「後の国会を拘

束」しうる範囲は，激しい学問的議論の対象となり，多くの学者は，ダイシーが

（国会による権限の全部放棄のほかに）将来の立法プロセスに対するいかなる変更

も絶対的に拒絶していたことが示唆するのと比較すると，より柔軟な方法で国会主
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権を観察しうると論じることでダイシーの通説から離れようとした3）。

これらの議論は，今日も継続している。しかし，国会主権の概念に対する現在の

挑戦の性質にはいくつかのより広範囲にわたる変化もまた存在する。第一に，おそ

らく，国会主権の原理の理解に変化が生じている。すなわち，国会主権を他の憲法

上の変更を達成するために利用されるべき原理として理解することから，国会主権

をそれに対して一定の種類の憲法上の変更が加えられなければならないということ

を活気づける原理として理解することへと変化しているのである。こうした理解の

変化は，国会主権を第一義的に憲法上の道具とみることから，国会主権を第一義的

に憲法上の刺激剤とみることへの変化なのかもしれない。もちろん，後述するよう

に，国会主権のような複雑な憲法上の概念は，決して単純に憲法上の道具あるいは

刺激剤のいずれかであるわけではないであろうが，前者から後者への明白な変化は

公けの論説において生じているように思われ，このことは，今日の UK の憲法に

おける国会主権の原理の地位に重大な結果をもたらしている。第二に，憲法上の刺

激の性質に変化が生じている。すなわち，国会主権の概念が 2015 年以降の時期に

提供しつつある憲法上の刺激は，多くの点で，道具として理解された国会主権が以

前にそれを達成するために活用されたまさにその種の憲法上の変更に対する一つの

反発となっている。国会主権は，憲法上の後退およびその基本的原理の地位を保持

するような仕方で慎重に確立されていた今日的な政治システムという建造物の多く

の側面の破棄（あるいは，削減）のための論拠として動員されてきた。しかしまた

一方で，あまり安易に単純な結論に飛びつくべきではなく，憲法上の流動化という

現時点で，国会主権は上の憲法上の後退に抵抗するための正当化としても動員され

てきていることもまた確かなのである（このことは，とくに Miller 事件4）において

（および，同事件について）提出された主張の多くにみられたことである）。それに

もかかわらず，短期間のうちに，何故国会は主権的であるのか，何故国会はなお重

要であるのかを論じることから5），国会が重要なのは確かであるがそのことが意味

することは不確かであるということへと変化したことは注目すべきである。

こうした背景に照らして，本稿の目的は，近年の展開を振り返り，熱狂した憲法

上の論議が行われている現在および将来における国会主権に対するそれら展開の広

範囲にわたる含意を評価しようとすることである。そのために本稿は，三つの特定

の領域，すなわち，政治的，司法的および立法的領域における国会主権に関する憲

法上の展開を検討する。このように三つに区別したのは，各節の冒頭で説明される

ように，活動のこれら異なる三つの側面のすべてに関わり合いを有している国会主
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権の多面的性格を承認してのことである。以下，第 1節の政治上の展開についての

議論では，EU レファレンダム・キャンペーンにおける国会主権の概念の役割，お

よび，それ以後に行われる決定に対する国会主権の概念の影響力に焦点が当てられ

るであろう。第 2節では，司法上の展開に焦点が当てられるが，国会主権の擁護を

表明するものと広く理解されている6）重要で影響力のある判決である Miller 事件判

決7），および，そのような結論を困難にさせるような他の近年の判決が取り上げら

れる。第 3節では，国会主権と関わり合いを有する広範囲の立法上の展開が考察さ

れるが，それには権限移譲立法に今日包含された恒久条項（the permanence clause）

とシーウェル憲法習律 （the Sewel convention） の承認，UK の EU 離脱に備える立法

および 2011 年に国会によって創設された「EU レファレンダムの鍵」（the EU ref-

erendum locks）の潜在的再利用が含まれる。

本稿は，国会主権が，今日の UK の憲法における広範囲の重大な（しかしまた，

変化しつつある）法的および政治的挑戦に服していることを明らかにすることを目

的とする。政治の点では，国会主権の原理の（混乱した）スローガン化（sloganisa-

tion）がみられるが，それは疎遠かつ反応の鈍いウェストミンスターのエリートの

拘束のない権限との結びつきを通して潜在的に毒化 （toxification） する危険がある。

司法の点では，国会主権の原理の再主張がみられるが，裁判所が公然と憲法を立憲

主義化する（constitutionalise the constitution）のにつれてそれはまた再定義の影響

を受けやすい。そして，立法の点では，立法プロセスを変更する潜在力を有する制

定法上の諸規定の実験の増加を伴いつつ，立法権限の行使における新機軸の傾向が

みられる。しかしながら，この新機軸は，そうした制定法上の条件の創設が，たと

え正当化される場合であっても，思いがけない将来の結果をもたらしうるという関

連する危険を持ち込むことになるかもしれない。

しかし，国会主権についての理解およびその行使における変化の証拠が次々とみ

られるけれども，UK の政治システムの中核に一つの強固な憲法上の原則をみるこ

ともでき，それはなお民主的政府を確実にするのに相当の長所を有している。この

原理の中心的な位置をあらためて意識するならば，本稿が何らかの結論を下すため

には，蓄積されつつある憲法上の挑戦に服するものとしての国会主権についての一

見永続的な物語から離れる必要があるのかどうかを考察することが必要となるであ

ろう。しかしながら，国会主権の原理の憲法上の中心的な位置と憲法上の挑戦の影

響の受けやすさとの間の関係は，初めは明白なようにみえるが，実際は複雑である

かもしれない。国会主権の中心的な位置が挑戦を招き入れるのかもしれないし，こ
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れらの挑戦についての考慮（および，拒絶）がその永続的な中心的な位置について

の感覚を強化するのかもしれない。国会主権の意味および潜在力についての自己満

足は，今や承認しかつ立ち向かうべき一層重要な物語であるのかもしれないが，こ

のことはもちろん，なお国会主権に対する（異なる程度のものではあるが）一つの

挑戦である。そのような再設定は，おそらく以前にも増して，UK の憲法の今日的

な基本が，まさに憲法の概念それ自体がそうであるように，収拾のつかないものに

なっている憲法上の流動化の現在において，とくに重要であるのかもしれない。と

いうのは，国会主権の原理の継続的存在は今日の UK の憲法において議論の余地

のないものとされるとしても，いつかは新たな挑戦に応答しなければならないかも

しれないからである。いかにして，国会主権という概念を通して，またその周辺

で，そしておそらくは（ついには）それを超えてまでも魅力的な憲法を作り上げる

かということは，やがて不可避の焦点となるかもしれないのである。

第 1節　政治上の展開

UK の憲法における国会主権の地位を理解するために，重大な出発点となるの

は，これは立法権限に関する法的原理であり，UK の立法部の現実世界での全能性

を宣言するというような憲法原理についての風刺などではないということを承認す

ることである。これは十分に確立された観察であり，ダイシーによって普及された

国会主権についての説明は，国会が所有する法的主権（legal sovereignty）と人民が

所有する政治的主権 （political sovereignty） との区別を前提にしていた8）。これら二

つの関連する主権概念の間の区別は，国会主権についての理解を方向付ける点とそ

の潜在的正当化を提供する点の双方において重要である。国会主権の原理は，UK

の国会が拘束を受けない権限を有しているということを示唆するわけではなく， UK

の国会は，法に取り込まれ法を通して強行される制限には服さないが，政治的，実

際的，道徳的および民主的な制約に服することを条件に立法する権限を有している

ということを示すものである。これら非法的な制約が立法権能の行使を指図するの

は当然であり，それ故，国会主権という法的原理に憲法上依拠することの正当性

は，人民の利益を代表し人民の好むことを果たす下院議員を選出する人民の民主的

権限を条件としていることにある。

このように， UKの憲法における国会主権の地位は， 法と政治との間の重大な区別

および法と政治との間の必然的な相互作用の双方を前提としている。結果として，
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まず最初に，国会主権は法的原理であることが明確にされなくてはならないが，国

会主権はまた政治的文脈においても理解されなくてはならず，このことは重要な憲

法的な含意を有している。国会主権は，非法典化憲法（an uncodified constitution）

の基本的規範として作用する場合に，UK において重要な憲法的機能を果たす。第

一に， 国会主権は， 一つの中心的な組織原理であり， その周辺に憲法的諸規範 （con-

stitutional norms） の階層的構造が組み立てられ，政府のさまざまな諸機関，とくに

執行部と司法部との間での権限およびそれらの相互作用を条件付ける9）。第二に，

国会主権は，一つの憲法的な中心点であり，政治システムの構造および準則に接近

し，理解し，そして操縦し始める最初の方法を市民に対して与えるものである10）。

そして第三に，国会主権はまた，UK の憲法的秩序の民主的基礎について本質的な

（かつ，必然的に論争的な）正当性の主張を投影するものでもあり，その場合，い

かに公的な権力が UK の社会において配分され組織されるべきかについての重大

な論議のための空間を開いている11）。

しかし，国会主権もまた UK の政治システムにおいて重要な憲法上の諸機能を

有していることを承認するということは，この法的な原理の内容を合法的に空に

し，使い捨てのキャッチフレーズにすることができるということを受け入れること

ではない。EU レファレンダム・キャンペーンおよびそれ以後に，国会主権の概念が

新たに目立っているということは，国会主権の政治化（the politicisation）が生じて

いることを示唆しているのかもしれない。国会主権は，EU を離脱するための正当

化，回復されるべき価値，脅威の下にある原理，そこに戻るべき憲法的過去として

利用されてきた。しかしながら，国会主権は，常に政治的な下支えと結果を伴う一

つの憲法原理であったのであるから，ここで実在する異議は，国会主権の原理の

「政治化」に対するものであるはずはなく，一つの複雑な概念の「スローガン化」

に対するものであるはずである。次項では，‘Brexit’ の文脈における国会主権の概

念の利用と濫用，および公けの論説における国会主権についての不正確な説明の潜

在的結果を検討する。

（1）　2016 年 EU レファレンダムおよび国会主権のスローガン化

国会主権の原理が新たに公けに目立つようになっているということは，EU の構

成員であることに関する UK の 2016 年レファレンダムの多くの注目すべき結果の

一つに過ぎない。国会主権を回復することの望ましさについての主張は，UK は，

「コントロール権を取り戻す」ために EU を離脱すべきであるとする「EU のもと
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を去る（‘Leave’）」ことを訴える運動家たちの論拠の重要な構成要素であった。当

時，庶民院院内総務（Leader of the House of Commons）であった Chris Grayling の

ような注目すべき「EU のもとを去る」ことを訴える運動家は，EU に残留するこ

とによって「UK の主権は減少する」と論じ，そして，UK は，「独立した主権国

家」となり「UK の民主主義についてのコントロール権を取り戻す」べきであると

論じた12）。Michael Gove は，「UK が EU の構成員であることは，広範囲の法の変

更をできなくさせ，われわれの生活に影響を与える重大な決定を行う者を選択する

ことをできなくさせる」と示唆した13）。また，EU 離脱の主張を支持して，Boris 

Johnson は，「国会主権を主張しながら，1972 年 EC に関する法律を受け入れるこ

とはできない」と主張した14）。

この国会主権の物語が，どれほど投票者の選択を駆り立てあるいは影響を与えた

かは明確ではない。というのは，「EU のもとを去る」ことに投票した者を動機付

けた理由はさまざまであったことは明白だからである。EU を離脱することを支持

する政治的あるいは憲法的な論拠の重要性を測定することは容易ではないが，政治

学者の分析は，上の国会主権の物語は少なくとも一つの重要な要素であったことを

示唆している15）。離脱日に行われた世論調査は，「UK についての決定は，UK にお

いて行われるべきであるという原則」が「EU のもとを去る」ことに投票した者の

間で主要な動機付けを与えた要素であったことを示唆した。後の分析は，とくに目

立つのは移民に関してであるが，「EU の構成員であることの社会的な結果」につ

いての関心がレファレンダムの結果に最も強く反映されたことを示唆している16）。

しかし，主権は，レファレンダムにおける立場を決定する際に，なお経済および移

民と並んで投票者が最も重要なものとして挙げる上位三つの争点の中に入ってお

り17），「EU のもとを去る」ことに投票した者は，とくに，「主として，主権と移民

について関心を持っていた」ことが明らかになっている18）。

‘Brexit’ は（かなりの程度）国会主権を回復することを意図したものであるとい

うこの物語は，メイ（Theresa May）首相によって導かれた政府によってきわめて

明確に内面化されてきており，「EU のもとを去る」決定あるいは関連する政策選

択のための正当化，動機付けあるいは合理化としてひんぱんに提出されてきてい

る。「ランカスター・ハウス」 での演説において， 同首相は， UK は， 他のヨーロッパ

諸国のそれとは 「異なる」 「政治的伝統」 を有しており， 「国会主権の原理は， UK の

不文憲法制度の基礎である」ことを指摘した。こうした背景に照らすと，レファレ

ンダムは， 「そう考えられているように， UK の議会制民主主義， 国家の自己決定権
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を回復するための投票」 であると同時に，「（何とかして） 行動および精神において， 

より一層グローバルかつ国際主義的になろうとする」ための投票でもあった19）。フ

ローレンスにおける演説においては，同首相は，EU との新たな関係は，「英国の

人民がコントロールする主権国家」としての UK という基礎の上に形成されるこ

とになろうと主張した20）。これらの主張は，国会においても繰り返されており，

「いったん［EU のもとを去る］ならば，本国会は，法律を決定し，そして，決定す

ることで主権的となるであろう」21）とされ，また，公式の政府文書においても同様

の主張がされている。EU 離脱大臣（Secretary of State for Exiting the EU）である Da-

vid Davis は，政府白書『UK が EU を離脱するための立法化』を提出し，「［EU の

もとを去るという］歴史的決定の中心に位置したのは，主権である。……UK の国

会は， 疑いもなく再び主権的となるであろう」と主張した22）。そして， 最もこっけい

だと思われるのは， より初期の同省の政府白書『UKのEUからの離脱およびEUと

の新たな提携』が，「国会は，UKがEUの構成員であった間を通して主権的であり

続けたが，国会は必ずしも常にそのように感じたわけではない」と示唆したことで

あり23），これは不正確性においてほとんど想像するのが難しいほどに現実離れした

公式の主張である。

これは，たとえば（EU およびその他からの）移民に関する投票者の敵意に直面

することを回避しながら，長年続く権威を有する重要な憲法上の諸原則の中にレ

ファレンダムの決定を置くことで，レファレンダムの結果を許容しやすくする一つ

の道を用意するものに過ぎないのかどうかを見分けるのは不可能である。しかし，

国会主権に対する政府の関与が真正のものであるか便宜的なものであるかにかかわ

らず，‘Brexit’ レファレンダムに対する公式の応答を述べる際に国会主権の原理に

焦点が当てられたということは，国会主権が数十年間の政治的変化の最も重要なプ

ロセスの中心に位置する概念となっている（そして，確実にそうであり続けるであ

ろう）ということを意味している。

このことは，国会主権の原理に対してどのような含意を有するのであろうか。一

方で，それは，国会主権という憲法上の原則の今日における中心的な位置について

明白な確認を与えることになる。EU 離脱投票の直後に，そして，この離脱交渉の

プロセスが加速されるのにつれて，重大な憲法上の変化が UK の将来に横たわっ

ていると明確に予期することができる。しかし，これは，国会の立法上の主権の周

辺で，かつそれを通して生じる変化であり，この憲法上の基本的なものに置換され

る変化ではないようである。‘Brexit’ 後の憲法において，再び国会主権が公けに目
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立っているということは，少なくとも，UK の国会に対して法によって制限されな

い立法権を付与することで，EU からの撤退にいかに応答するかについての重大な

柔軟性を提供しており，それ故，国家における，憲法上の建造物の再調整および権

力関係の修正のための広範な可能性を確立しているということである。国会主権は

UK の憲法の基本的概念としての地位を奪われたとするこれまでの流行の議論は，

今や，かつて以上に憲法的現実から距離があるように思われる。

しかしながら他方，このようにますます目立っているということが，国会主権の

意味および含意についてのよりよい理解を生み出しているわけではないこともまた

きわめて明確になった。国会主権は，それが憲法的現実においてどのようなことに

なっているかについての単純な理解によって，ほとんど一時流行のレトリックに貶

められているように思える。上述のように，レファレンダム・キャンペーンの間，

UK の国会主権は EU の構成員であり続けることとは両立しないという主張が繰り

返されたが，そこでは，憲法研究者および実際に国内の司法部の中での反対の立場

を支持する重大かつ十分に確立された合意が存在したということを承認しようとは

されていない。実際には，Factortame (No. 2) 事件24）における貴族院判決以来，重

要な憲法上の問題は，国会主権は EU 法の国内における至高性と両立しうるかどう

かということではなく（というのは，この両立は，明らかに達成されていたからで

ある），いかにこの憲法的実践における変化を説明しうるかということであり，そ

して，いかにそれが基本的な憲法上の諸原則の理解に影響を与えたかということで

あった。いかに国会は，国内法の競合する準則に対する EU 法の優先権を自発的あ

るいは偶然的に確立したのか，そして，いかに国会は，そうした制定法上の再編成

を修正しあるいは覆すことができるのかということが議論の焦点となった。しか

し，これらの議論は，一般に，国会は何らか究極的な意味において主権を維持して

おり，それ故，主権的な権力を通して実行されたことは常に主権的な権力を通して

元に戻せるのであり，同じように重要なことは，国家の諸制度における基本的な権

限の継続的な所在は EU 自身の機能を決定する重要な考慮事項であるという考えか

ら出発している。しかし，これらのニュアンスは，レファレンダム・キャンペーン

の最中およびそれ以後，不明確な切り札としての主権の単純過ぎる発動によって失

われた。このようにして，国会主権の原理の憲法的貯蔵所を利用はするが，憲法上

の複雑さのいずれの意味からも外れることとなる相当にうわべだけの（強力ではあ

るが）標語への転換を通して，国会主権の概念のスローガン化がみられることと

なっている。
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国会主権のスローガン化は，他のリスクを生み出す。第一に，それが特定の政治

的レトリックおよび（おそらく）そのレトリックを証明するために行われる特定の

政治的決定と本質的に結びつくようになる場合，それは国会主権の原理の毒化の可

能性を作り出す。第二に，憲法的理解における不足は，EU 離脱に伴い明らかにな

るとともに，無制約な権限に基づく仮想上の憲法的秩序（それは，作り物であり原

型ではなかった）を再興することができないことについての耐え難い失望を招きあ

るいはさらに悪化させるかもしれない。国会主権に基づく憲法の複雑な現実は，決

して果たされることのない，拘束を受けない国家の独立性を期待した者が飲み込む

苦い丸薬であるのかもしれない。第三に，国会主権の原理が，実質的内容を空にさ

れ，そして便利なときに動員されるキャッチフレーズに過ぎないものになる場合，

これは国会主権の含意についての不正確な説明のための新たな機会を提供すること

になる。この傾向の注目すべき例は，レファレンダムの結果が出た後，‘Brexit’ に抵

抗しようとする者が国会主権に訴えたことであり，そこでは，国会主権の原理は，

直接的な民主的手段を通して達せられた決定を妨げる一つの方法を提供するものと

して引き合いに出されたのである25）。しかし，国会主権が UK の憲法の基本原理で

あるということは，UK の国会は，より広範な憲法的文脈の外で活動するというこ

とを意味しないということである。内部的な国家の憲法において，国会は，それに

よって実質的な政策決定の責任が他の諸機関あるいは諸集団に付与され，そして，

レファレンダムの結果の場合と同様に，実際上，国会が作り出したプロセスの結果

を受け入れるよう政治的あるいは民主的に強制することができる権威ある手続を正

当に確立することができるのである。そして，外部的な超国家的観点からは，UK

の法システムにおける国会の主権は，それが必然的に多国間の活動である場合に

は，とくに EU 条約 50 条の離脱プロセスに対する重大な制約となる他国の憲法上

のシステムにおける行為者の行動をコントロールする絶対的権限を国会に提供する

わけではない。

それ故，現時の政治的環境において，国会主権は，きわめて重要であるが，混乱

した状況にある。おそらく，それを通して憲法が一般に理解され，そして，その正

当性が争われうる憲法上の焦点としての国会主権の原理の作用は，上述の国会主権

のスローガン化を招いている。あるいは，大きな変化の時代には，よく知られた概

念が拠りどころにされるというのは驚くことではないのかもしれない。それにもか

かわらず，一貫性のない利用の仕方，単純化された理解への依拠および公けの議論

における思い違いの永続化はすべて，それがもし継続する場合には，国会主権が意
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味することおよび国会主権の原理が指示することについてのさらなる混乱を生み出

す潜在的可能性を有している。国会主権は，いたるところに存在するが内容のない

ものとなる危険性が存在し，そしてこれは，‘Brexit’ に対する憲法上の応答を組み

立てようとするにつれて重要な含意を有するものとなる。最終的に，もし憲法上の

刺激剤とみなされた国会主権が実行不可能な期待および望ましくない国家の自己拡

大という暴走列車を作り出すならば，憲法上の道具として理解される場合に国会主

権によって提供される変化のための広範囲にわたる能力をついには失うことになる

かもしれない。しかし，将来は予見不能であるが，現在，パラドクスが残されてお

り，国会主権の中心的な位置についての確信は，その中心的な構成要素の多くにつ

いての半信半疑と居心地悪そうに並んでいる。そして，この変化しつつあるがなお

満足できない位置はまた，国会主権に対する近年の司法部の関与において明白で

ある。

第 2節　司法上の展開

国会主権の概念は，現時点での最も重大な政治的論議の中心で見つけられるが，

より複雑な展開は，裁判所において生じているのかもしれない。国会主権は，前節

で述べたように，政治的文脈において，また，そのさまざまな憲法上の諸機能に照

らして理解されなければならないけれども，それらの諸機能は，この基本原理を確

立することと結びついた立法権限の範囲および位置についての法的命題によって決

せられる。UK の国会に対して割り当てられた実質的な立法権能の法的に無制限な

範囲，およびいくつかの最近の展開に照らしてみたこのことの含意は，次節で論じ

ることにする。本節では，その法的に無制限な立法権能をとくに国会という制度に

置くことの法的命題に焦点が当てられる。これは，他のいかなる機関も国会の第一

次的立法を覆したり無効にしたりする権限を有しておらず，その結果， UK の裁判

所は（他のどのような人あるいは団体と同様に）国会制定法を無効と宣言したりす

ることができないということを意味する概念である。国会主権の原理の作用を通し

ての裁判所の国会に対する従属性は，原則的に，民主的な政策決定の憲法上の優越

性を確立するものとみることができる。庶民院は，UK の中央政府において唯一直

接選挙された機関であり，国会の内部において庶民院は憲法習律と法によって26）

（ただし，単なる儀礼的な行為ではあるが，立法プロセスの終結を意味する君主に

よる「国王の裁可 （the royal assent）」 を伴って） 選挙によらない貴族院に対して優
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越性を有する27）。このように，UK の国会によって行使される立法権能の法的に無

制限な性格を正当化することは，UK の政治システムの実効的機能についてのまっ

たく正当な関心を捨て去ることでもなく，民主的プロセスの完全性に関する（必然

的に，解除条件付きの）主張を前提としているわけでもない。そうではなく，それ

は，裁判所における司法的政策決定と比較したとき，民主的な，代表制的なおよび

説明責任を負う国会における政治的な政策決定の相対的正当性について主張してい

るということである。

この法的地位は，UK の憲法上のシステムにおいて他のものと同様に十分に確立

され，少なくとも 170 年にわたる判例法において承認されてきたが28），今日では，

それは司法部の半信半疑の対象となっている。重要で影響力のある Jackson v At-

torney General 事件29）において，当時，UK の最高位の裁判所であった貴族院の三

人のメンバーは，読み応えがあるが先例なしで，傍論（obiter dicta）において，

（Steyn 卿の言によれば）「国会の至高性という原理についてダイシーによって与え

られた古典的説明は，当時は純粋で絶対的であったが，今日の UK においては今

や場違いのものであるとみなされることができる」かどうかを問うた30）。Hope 卿

にとっては，「国会主権は，かつてそうであったとしても，もはや絶対的なもので

はない」のであり，Hale 卿（Baroness）にとっては，国会主権は，国会によって

「制限されて」きたのであり，「他の制限がやがて生じうるであろう」が，それには

法の支配を擁護して裁判所によって課される制限が含まれるのである31）。しかし，

同事件についての全員一致の結論は国会主権の擁護であった（ただし，伝統的通説

についていくらかの修正が加えられた理解に基づいている32））という事実にもかか

わらず，Jackson 事件が少数派の裁判官の推論的な傍論故になお記憶されていると

いうことは注目すべきことである。その意味で，同事件の主要なレガシーは，司法

部の中での国会主権を再考する試みが，一方で，憲法上の原則の範囲に関するこれ

まで以上に綿密な（ただし，主として内省的であるが）司法部による熟考を招くと

いう方向付けを伴いながら，周辺部から中央部へと移動した時期の引き金となった

ということである。前節で述べた国会主権という概念についての刷新された政治的

な突出に照らしてみると，反対の反応もまた（論争的ではあるが）存在し，国会主

権の原理は，Miller 事件33）における最高裁判決によって 「人目を引く」 形で再び主

張されたのである。これがどういうことかは明確ではないが，後にみるように，そ

れは何らかのパラドクスを示しており，近年の UK の裁判所の判例において，国

会主権は，（不十分であるが）挑戦されるとともに，（効果的ではないが）再び述べ
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られてもいる。

（1）　国会主権の一つの（空虚な？）再主張としてのMiller 事件

国会主権は， R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union 事件34）

において目立った形で主役を演じたが，本件は，UK が EU を離脱する意図を告知

するための国内的な「憲法上の必要条件（constitutional requirements）」に関する訴

訟であり，大きな注目を集めたものであった。「憲法上の必要条件」 は，EU に関す

る条約（Treaty on European Union（EU 条約））50 条に従って残りの EU 構成国 27

か国と離脱交渉を開始するために必要とされた。重要なことは，同 50 条は離脱交

渉プロセスを確立したことであり，それによっていったん告知が行われると，離脱

協定が合意されないとき，または協議の時間延長（後者は，欧州理事会（European 

Council）の全会一致の同意に服することを条件とする）がされないとき，離脱は 2

年後に自動的に生じることとなる35）。レファレンダムに続いて，UK 政府は，第一

に，国王大権（the royal prerogative）に基づいて国際関係および外交を行うための

その広範な執行権限を行使して，欧州理事会に対して離脱告知を行う権限が与えら

れていること，第二に，その場合，スコットランド，ウェールズおよび北アイルラ

ンドにおける権限移譲された立法部の明示的同意なしに離脱告知を行う権限が与え

られていることを申し述べた。

第一の点について，申立人は，EU 条約 50 条に基づいて自動的離脱の可能性が

生じるので，離脱告知を発するというまさにその事実が国会制定法である 1972 年

EC に関する法律（European Communities Act 1972）（それを通して，EU 法が UK

の法システムにおいて直接効果を有しうる枠組みを提供した）によって確立された

諸権利を潜在的に除去しうることになると論じた36）。そういうものとして，国会制

定法だけが，それ以上のことなしに，制定法上の権利を無効としうる告知を発する

ことを政府に授権するのに十分なのであり，すなわち，国王大権によってそうする

ことは，第一次的立法に対して間接的挑戦を課すことになるのであるから。国王大

権はこの目的のために行使されることはできないのである。第二の点について，申

立人は，国会制定法が必要とされる場合には，近年，制定法において「承認され

（た）（recognised）」37），移譲された権限を変更する UK の第一次的立法に対して適用

可能なシーウェル憲法習律 （the Sewel convention）38）に従って， 権限移譲された立法

部の同意に服することが条件となると主張した。この Miller 事件においては，EU

条約 50 条に基づく告知の後に続く自動的離脱の可能性は，EU 諸機関の権限を変
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更し，それによって EU 法に反して行動することを制定法によってすべて禁じられ

ている39）権限移譲された諸機関に対して間接的インパクトを及ぼすことになると

論じられた。

最高裁判所への上訴は， 二つの併合された上訴の結果であった。第一に， Re Mc-

Cord 事件40）において，北アイルランドの高等裁判所は，新たな国会制定法は EU

条約 50 条に基づく告知を授権するために必要とされてはいない，というのは，同

50 条に基づく告知を行う国王大権上の権限は取って代わられてはおらず，告知

は，いずれにせよ既存の制定法上の諸権利に対していかなる直接的な法的結果も有

しないからであると結論した41）。Maguire 裁判官は，さらに，権限移譲された諸機

関の同意は，同 50 条に基づく立法は権限移譲事項には関係しないので必要とされ

てはおらず，そしてさらに加えて，たとえ同意の必要条件が関わり合うとしても，

それは憲法習律の事項としてであるに過ぎないのであって，それ故裁判所において

法的に強行可能なものではないと判示した42）。第二に，イングランドおよびウェー

ルズの高等裁判所における R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU 事件43）

において，合議法廷（the Divisional Court）は，上の第一の点については，反対の

結論に達したが，第二の点については，検討を求められなかった。同裁判所は，国

王大権に基づく国際関係および外交を行う執行権限は，EU 離脱は 1972 年 EC に

関する法律によって実効的なものとされた国内における諸権利に対して潜在的な国

内的インパクトを有するのであるから，EU 条約 50 条を発動するためには十分な

ものではないと判示した。代わりに，Thomas 主席裁判官，Terence Etherton 記録

長官および Sales 裁判官の判示は，1972 年 EC に関する法律は，「憲法的制定法

（‘constitutional statute’）」と解釈されるべきであり，国王大権は国内法を変更するた

めに行使されることはできないということを表明する憲法上の原則を背景にして解

釈されるべきであると結論した44）。この観点から，UK の法システムから EU 法の

直接的影響力を除去することは，「クラウン（the Crown）がその国王大権に基づく

それ自身の一方的行為によって可能であるべきだと ［国会が］ 意図したと想定する

ことは妥当ではなく」，新規の第一次的立法による授権が必要だとされた45）。

国会主権の原理の含意は，これらの上訴における中心的な事項である。国会主権

は，Re McCord 事件においては控えめに論じられ，Maguire 裁判官は，制定法の

解釈に対する形式主義的アプローチ（伝統的に，国会の字義通りの意図が発見され

法的に適用されることを確証することと結びついた解釈アプローチ）を採用した

が，その判示は，Jackson 事件およびその他の事件において上級裁判官によって表
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明された UK の国会の主権性についての疑念に明白に言及した46）。しかし，北アイ

ルランドの人民の同意が EU 条約 50 条に基づく ‘Brexit’ 発動のために必要とされ

るかどうかを検討する場合，「国会主権の原理が，とくに法の支配と調和しうる範

囲についての異なる見解」が存することを承認しつつ（そして，それ故，潜在的に

さらなる正当化をすることになる），Maguire 裁判官は，「このことは，第一審裁判

官が自由に国会主権の原理を無視したり取り除いたりできることを意味しない。も

し，そのような任務が引き受けられるべきだとしたら，適切な場合にそうすること

は最高位の裁判所の責任だということになるであろう」と判示した47）。

合議法廷は，対照的に，きわめて明白にその判決を国会主権の概念で包み込ん

だ。法の支配に由来する UK の国会の権限に対する制限についての論争は回避さ

れ，その際，裁判所は，「UK の憲法の最も基本的な準則は，国会におけるクラウ

ン（the Crown in Parliament）が主権的であるということは共通の基礎である」とい

うことを無条件で受け入れた48）。国会主権は，「最高度の権威をもつ指導的判例に

おいて繰り返し承認されてきた」一つの原則であり，裁判所は（おそらく効果的な

ので）Jackson 事件における Bingham 卿の指導的意見のみを引用したが，それは，

当該事件において他のメンバーによって表明された疑念から解放されたものであっ

た49）。そして，最初から，裁判所は，「国会主権という基本原理の重要な側面は，

第一次的立法は国王大権の行使を通してのクラウンによる置き換えには服さないと

いうことである」ことに注目した50）。しかし，この当初の場面設定に続く合議法廷

による国会主権の利用は，まったく根本的に憲法的通説から外れたものであった。

同裁判所は，Thoburn 事件における論争的であり，かつなお未だ明白に是認されて

いない傍論に従って，ある制定法が性質上「憲法的（constitutional）」であるという

ことが意味することについてさらにもう一つの解釈を案出した51）。Miller 事件にお

ける合議法廷にとって，1972 年 EC に関する法律を「憲法的制定法」と称するこ

とは，それは黙示的廃止を免れている（これは，Thoburn 事件自体において行われ

た論争的な主張である）ということだけでなく，それは選ばれた憲法上の諸原則

（それは，「推論は国会が選んだ文言において立法することによって国会が意図した

ことに関して引き出されるべきだと告げている」）を背景にして解釈されるべきだ

ということも意味したのである52）。

通説的な粉飾にもかかわらず，このアプローチは，合議法廷を国会主権との両刃

の争いへと導いた。第一は，1972 年 EC に関する法律を「憲法的制定法」と同定

する点であり，その効果は，UK における主権的立法者である国会自身はそれ自身
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の立法活動を通してそのような法的区別を確立していないという事実にもかかわら

ず，1972 年 EC に関する法律は通常の制定法より何らかの高いレベルの法的保護

に値するものだとすることである。第二は，離脱の意図の告知を発する国王大権に

対する明示的制限を追求して，1972 年 EC に関する法律（および，UK の法システ

ムにおける EU 法の地位を形成する後続の立法）の文言の評価を超えて行く点であ

る（告知は，それ自体，国会によって制定された立法の継続する法的効力に対して

いかなる直接効果も有しない）。代わりに，1972 年 EC に関する法律の格別な憲法

上の重要性は，裁判所の焦点を「1972 年 EC に関する法律によって作り出され

た，国内法における広範かつ重大な法的変化の程度」へと移動させることとなった

（その場合，国会は，自らの立法によって変化を作り出しているのであるから， 「国

会は，その継続的存在を国王大権の行使を通したクラウンの手に委ねることを意図

したというようなことは格別ありそうにない」）53）。最終的に，司法部が 1972 年 EC

に関する法律を「憲法的制定法」と認定することは，関心のバランスを，主権的国

会は何かを禁じたのかあるいは禁じなかったのかどうかということから，憲法的文

脈および結果に照らして主権的国会が何を意図していたとみなされるべきなのかに

移動させる役割を果たした。

この国会主権についての形式的再主張の傾向は，国会主権の原理の実質的含意が

実際何を結果として伴うかについての相当の選択を伴ったが，最高裁判所への上訴

により継続されることになった。最高裁判所は，8 対 3 によって，一つ目の点に関

して，微妙に異なる理由によってではあったが，合議法廷と同一の結論に達し，二

つ目の点に関して，北アイルランドの高等裁判所と同一の結論に達した。第一の点

に関して，多数意見54）の推論は，「UK の憲法上の制度配置に対するそのような広

範囲にわたる変更が大臣の決定あるいは大臣の行為のみによって成し遂げられる

ということは，長年続くかつ基本的な原則と一致しないであろう」55）という不明瞭

な主張に傾いたように思われた。多数意見は，1972 年 EC に関する法律は「憲法

的性格」を有していると示唆したが，この新たな定式化の正確な意味および含意は

説明されなかった56）。そして注目すべきことは，多数意見は，いずれの先例にも従

わず，1972 年 EC に関する法律の結果は，「それが，EU 法をまったく新規な，独

立したかつ最重要な国内法源として実効的に構成した」ことであり57），EU 条約か

らの離脱は，こうして国際法的な結果を伴う行為であるだけでなく，直接的な国

内法的な結果も伴う行為でもあると判示した58）。多数意見にとって，国内的な法源

の喪失は「基本的な法的変更」となるのであり，そういうものとして次のように述
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べた59）。

「われわれは，UK の憲法上の制度配置に対する重要な変更は大臣のみによって

達成することができるということを受け入れることはできない。それは，UK の

憲法が承認する唯一の方法，すなわち国会による立法によってのみ達成される

ものと考えられる。この結論は，本件に対する憲法の基本概念についての通常

の適用の結果として生じることであるように思われる。」，と。

この明白な「憲法的」な推論は，国会主権の原則によって支持されると多数意見

は論じた。多数意見は， 国会主権は， 「UK 憲法の一つの
4 4 4

基本的な原則である」 こと

を承認したが，合議法廷が「まさに
4 4 4

最も基本的な準則」と述べたのと比べるとやや

抑えられた文言が用いられた60）。しかし，合議法廷の場合と同様に，国会主権の原

理が動員された方法には疑問の余地がある。最高裁判所の多数意見にとっては，そ

れはそこから仮定が導き出されうる階層秩序を確立するために最も直接的に利用さ

れたのであり， 多数意見は， それによって， 大臣は， 「憲法的に下位のパートナー」 

であり，国会は，「憲法的に上位のパートナー」とされる「国会主権の原理を……

心にとどめるならば」，国内の法システムへの EU 法の「接ぎ木」は主権的な立法

部からの「正式の適切な承認」なしに取り消されるというようなことは「最も起こ

りそうもないことのように思われる」と論じた61）。このようにいうのは，そうした

階層秩序は，UK の憲法には存在しないということではない。そうではなく，疑問

の余地があるのは，国会主権は，裁判所を含む政府の他のすべての諸部門に対する

国会の立法の優越性とは対照的に，単に政府の大臣に対する立法部の上位性という

ことになるのかどうかということである。

結局のところ，国会主権の原理は，EU 条約 50 条に基づいて告知を与えるため

の法的権限を首相に対して付与する新たな国会制定法を要求するとみなされるべき

はずであったということは決して明確ではない62）。このことは，上述の憲法上の仮

説を背景にして，多数意見が，1972 年 EC に関する法律についての制定法解釈に

対して，「合法性の原則（the ‘principle of legality’）」63）によって（誤った）情報を与

えられ，人為的なアプローチを採用した場合，とくにそうである。国会は，同法に

おいて EU からの離脱決定の大臣による告知を授権できたはず
4 4 4 4 4

であったと多数意見

は論じたが，しかし，そのような可能性は立法において「詳細に規定」されていな

い64）のであるから，国会はそうしなかったということであり，すなわち，それ故， 

「合法性の原則」は満たされていないことになる。しかし，この制定法解釈に対す

るアプローチは，司法部が考案した立法上の形式という必要条件が，起こりうる憲



156

法上の結果の規模についての不明瞭な，しかし法的に無関係な関心故に，事後に，

その他の点では主権的な国会に対して課されつつあるという印象を与えるかもしれ

ない。代わりに，国会主権に対する十分な尊重は，1972 年 EC に関する法律にお

いて用いられた文言および同法において採用されたメカニズムについてのより詳細

な分析に基づく司法的な政策決定を通して，Miller 事件においてよりよい形で表明

されたのかもしれない。一つのアプローチは，Reed 裁判官の反対意見において提

出されたが65），次のように結論した。

「国内法に対する国会至高性の原則の UK の憲法（constitutional law）における

重要性は完全に受け入れる。……同原理は， しかしながら， 国会は， UK が EU の

もとを去ることができる前に，国会制定法を制定しなければならないというこ

とを要求しているわけではない。……それは，国会が 1972 年 EC に関する法律

に基づいて UK の国内法において EU 法に対して付与した効果は，UK に対する

EU 条約の適用，および，それ故 UK が EU の構成員であることを固有の条件と

しているからである。同法は，UK が EU の構成員であることに関していかなる

必要条件も課していないし，いかなる意図も表明していないのである。」66），と。

このような 1972 年 EC に関する法律の解釈に対するアプローチは，もし当該制

定法が次のように検討されたならば価値を高めえたであろう。すなわち，第一に，

国会によって制定された後続の立法の文脈において検討された場合である。とくに

2011 年 EU 法（European Union Act 2011）は，事前の制定法による授権（およびい

くつかの場合には，全国的レファレンダムでの事前の授権）なしに EU レベルでの

きわめて広範に及ぶ特定の諸決定に関して国王大権が利用されるのを妨げることで

大臣の権限に広範な制限を課したが，EU 条約 50 条に基づく離脱告知に対しては

いかなるコントロールも課そうとしなかったのである。第二に， 1972 年 EC に関す

る法律（および，同法の下で直接効果を与えられた諸権利）にとっての離脱告知を

発することの含意についてのもう一つの別の理解は，EU 離脱のより広範囲にわた

る憲法的および政治的プロセスの一部として国会および政府の各々の，異なるがし

かし必然的に相互に作用する役割および権限を考慮に入れることによって到達され

たかもしれない。これは，Miller 事件において反対意見を述べた Carnwath 裁判官

によって論じられたが67），同裁判官は，「立法を通して行使される国会主権と執行

府による大権の『無制限の』行使との間の単純な選択」に基づいた本件についての

見方は「誤り」であるとして拒絶した68）。Carnwath 裁判官にとって，国会の説明

責任の原則は， 「いうまでもなく， UK の憲法にとって基本的なもの」 であり， たと
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え新たな立法による授権が必要とされなかったとしても，政府は，依然として，

「国際法上の行為も含む国王大権の行使について，国会に対して説明責任を負う」

ことになるのである69）。このように，多数意見は，その判決の基本的困難を回避し

えたかもしれないが，多数意見の判示は，国会は，その主権的な立法の文言を通し

て，現行の執行権を置き換え，より広範囲にわたる憲法的プロセスにおける国会自

身のためのこの格別な役割を確立しようとしていたのかどうかという問題に優先権

を与えるものではなく，その主権性という名目で告知プロセスに国会を人工的に

（そして，明らかになったように，表面的に）はめ込むという効果を有する。

Miller 事件において多数意見によって採られた憲法的に含みのあるアプローチ

は，しかしながら，その限界も有した。本件の争点である第二の点，すなわちス

コットランド，ウェールズおよび北アイルランドにおける権限移譲された政府の同

意は，EU 条約 50 条による告知を授権する国会制定法に対して必要とされるかど

うかという問題について，最高裁判所は，全員一致で，より単刀直入に形式主義的

なアプローチを採用した。同意といういかなる必要条件も法的な義務ではなく憲法

習律の事項であり， 裁判所は， それを強行することはできず， 「裁判官は， ……政治

的な憲法習律の親でも保護者でもなく，単なる観察者であるに過ぎない」とした。

裁判所は，「それらの事項は，政治の世界において決せられるのであるが故に」，憲

法習律の「作用あるいは範囲」に関して「法的判断を与えることはできない」とし

たのである70）。最終節でみるように，この基本的立場には潜在的な困難が存する。

というのは，憲法習律上の同意という必要条件は，2016 年スコットランド法（Scot-

land Act 2016）および 2017 年ウェールズ法（Wales Act 2017）を通して，制定法に

おいて「承認され（て）（recognised）」いるからである。これら諸規定の地位は，さ

らに以下で検討するが，多数意見は，はっきりと，これら諸規定を制定する際の国

会の意図は，たとえそうすることは可能であったとしても，立法プロセスの中に

司法判断が可能な同意の必要条件を組み入れることではなかったと結論した。しか

しながら，皮肉なことであるが，Miller 事件における第一の点と第二の点とに関す

る多数意見の推論間にある不調和は，最高裁判所は，「より高次の」憲法上の諸原

則を考慮することに選択的に従事したとして批判される余地を残している。すな

わち，一方で，UK 最高裁判所の判決にとって，UK の国会を離脱告知プロセスに

はめ込むことは，それが指し示すすべてのことが立法部はレファレンダムの結果が

果たされることを確実にするためにその権限を行使することになるということであ

れば，比較的無難な結果であった。しかし他方で，UK 内で潜在的な拒否権をとく
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にスコットランドに与えることの予測しえない結果が意味したのは，この比較的無

難な結果が回避されるということであった。

Miller 事件がその主要な点のいずれかについてはっきりと判断したかどうかにか

かわらず，国会主権を制限なしに擁護したものとして受け取るのは躊躇すべきであ

る。国会主権の形式的な再主張は，UK の憲法における国会主権の耐久性について

さらに明確にするものである限りは歓迎されるものであるが，それもまた十分では

ない。Miller 事件のレガシーは，国会主権についての今日的な論争可能性について

の教訓である。多数意見および反対意見は，すべてが国会主権の憲法上の中心的な

位置を受け入れたのであるが71），同原則を異なる方法で，異なる目的のために利用

した。とくに多数意見のアプローチを受け入れる場合には，国会主権は，政治的文

脈によって確立され形作られた法的規範としてではなく，裁判所が配置し定義する

多くの「憲法上の」諸原則の一つに過ぎないとみられることになる。多くの点で，

Miller 事件は， 最終的に， Jackson 事件における反対意見についてのより巧妙な見方

を提出しているのかもしれない。すなわち，国会主権は，たとえその概念が憲法理

論の事項として意味のない矛盾であるとしても， 司法部の実践においてコモン・ロー

上の概念となる道を進んでいるのかもしれないのである。これは，国会主権の原理

と公然と結びつけられるようになった一つの判例から受け取るメッセージとしては

ありえないことのように思われるかもしれないが，それは，近年の国会の立法権限

と関わる他の最近の判例の文脈において Miller 事件を考察することによって補強

される一つのメッセージなのである。

（2）　国会主権の司法部による再配置―主流化する疑念と安定化する例外

国会主権に対する何らかの司法部の強い関心は，たとえ表面的なものだとして

も，明らかに Miller 事件において復活したが，2015 年以降でさえ一貫したもので

あるわけではない。実際，他の判例における展開は，Miller 事件における国会主権

の形式的な再確認でさえさらに一層空虚なものと思わせる潜在力を有している。こ

のことは，三つの特定の傾向を通してみることができる。第一の傾向は，Miller 事

件における多数意見にはないことであるが，まさに同一の上級裁判官の多くは，他

の近年の判例において，国会の主権的な立法権限に関してコモン・ロー上の制限が

ありうるという考えを是認しているように思われることである。第二の傾向は，

「合法性の原則」のさらなる拡大がみられ，それは，いく人かの上級裁判官が，国

会によって制定されたその他の点で十分明確な立法上の準則からの逸脱を正当化す
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るために同原則を解釈の道具として利用するまでになっているということである。

第三の傾向は，裁判官は，選り抜きの憲法上の諸原則および諸価値に根ざしたさら

に一層洗練された枠組みに継続的に頼っているようにみえるが，それは，直接的あ

るいは間接的に，国会主権を UK の法システムの究極的原理としてのその地位か

ら移動させあるいは置き換える潜在力を有しているということである。

上の第一の傾向について，いく人かの裁判官がまったく基本的な意味における国

会主権に対するその言質を撤回することに率直な姿勢をいくぶん示す多くの場合が

みられる。司法部は基本的な憲法的規範を侵害する制定法（それらは，しばしば，

Jackson 事件における注目すべき傍論72）およびその後の Axa 事件73）におけるよう

に，裁判所の管轄権を制限しようとする立法部の試みと推測される）を拒絶するコ

モン・ロー上の権限を有しているかどうかについての今日的な疑念は，さらに支持

を得て来ている。実際，そのような例外的権限の存在についての推測は決して例外

的ではなく，代わりに，繰り返されることで今や基本的に欠陥のある主張も欠点を

補われ，Moohan v Lord Advocate 事件74）における最高裁判所の多数意見にとって

の指導的意見を書いた Hope 裁判官によれば，継続的な「議論の余地のある事項」

へと加工されたように思われる。これらの疑念は， 一見したところ， 最初に Jackson

事件において持ち出されたときのように司法部の思潮の周辺に位置するものでは

なく，今や主流に位置するもののように思われるが，R (Public Law Project) v Lord 

Chancellor 事件75）における最高裁判所の全員一致の判決においてさらに確固たるも

のになった。本件において，そこにおいてさえ「国会の至高性」は明示的に確認さ

れたが，潜在的例外の存在が言及され，そしてさらに常態化された。Neuberger 裁

判官は，それに他の六名の最高裁判所裁判官が同意したが，次のように述べた。

「UK の国会の至高性のシステムにおいて（それについて実際にテストされる必

要は決してないであろうことを望んでいるし期待もしているが，議論の余地の

ある極端な例外に服することを条件として），国会が裁判所にそうするよう授権

しあるいは要求する限りを除いて，制定法を適用することに異議を申し立てた

り拒絶したりすることは裁判所の自由にはされていない。」76），と。

これら例外的制約が今や一見したところ司法部による国会主権についての標準的

な定義の一部となっているということは，たとえ括弧付きであり制限付きであった

としても，かつて論争が存した場合でも，最高裁判所において合意が生まれつつあ

るのかもしれないということを示している。この司法部の姿勢がいずれ実現される

かどうかにかかわらず（とてもありそうにないことのように思われようが），この



160

観念的な概念が今や容易に広まっているということは，そこにおいて司法部による

司法部のための拡大した憲法上の役割の展開がみられつつある環境の育成に貢献し

ているのかもしれない。そして，この文脈において，かつて周辺的見解であったも

のが，ほとんど主流的見解となることができたのと同じように，もともとは例外的

制約と考えられたかもしれないことが，いかに潜在的に何らかより広範囲に及ぶも

のになりうるのかをみるのは困難なことではないのである。

上の第二の傾向について，「合法性の原則」のさらなる拡張がみられ，そこでは

立法部による執行府に対する広範な委任権限の付与という文脈で適用されるまった

く合理的な制約を超えた同原則の展開がみられる。裁判所が，Miller 事件におい

て，立法部は行うことについて裁判官の満足する程度に明確でなければならないと

いうただし書きに服することを条件として，主権的な国会はそれが好むことを何で

もすることができるという考えに基づく推論を利用したのと同じように，制定法解

釈についての「合法性の原則」の高度に選択的な展開の他の例が存する。立法にお

いて表明された国会の意図を覆すために「合法性の原則」にならった推論の利用の

より明確な例は，R (Evans) v Attorney General 事件77）にみることができる。Evans

事件において， 最高裁判所の多数意見は， 2000 年情報自由法 （Freedom of Informa-

toin Act 2000） 53 条に明確に規定された大臣権限の行使を違法と判示したが，それ

は，王位継承者であるチャールズ皇太子（Prince Charles）によって政府省庁宛てに

書かれたある特定の書簡の開示を命じるより早い時期の判決についての執行府の拒

否権を規定していた。Neuberger 裁判官の指導的意見は拒否権は創設されうること

を受け入れたが，注目すべきことは，国会は確かにそのことを行うことを意図して

いたということを示す制定法の明らかに明確な文言があるのに，これは「きわめて

明確な」ことではないと判断されたことである78）。Wilson 裁判官が反対意見にお

いて検討したように，これは制定法の解釈ではなく「書き換え」であり79），最終的

には， 国会によって制定された法の準則（the rules of law）が， それに従えば判決は

ほとんど難攻不落の神聖さが与えられることになる法の支配（the rule of law）とい

うきわめて特殊な概念を保持するための企てにおいて無視されることになるのであ

る。国会主権は，本件において都合のよいことに背景へと姿を消したが，このこと

は，Neuberger 裁判官の意見において文字通りそうなっており，国会主権は，Wil-

son 裁判官にとっては 「最も貴重な」 原則であり 「わが民主制を象徴するもの」80）で

あるのとは対照的に，Neuberger 裁判官にとっては，括弧付きの言及に格下げされ

た一つの「既知の」81）ものであったのである。
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上の第三の傾向について，司法的な政策決定において，明白な「憲法上の」諸原

則を強調することが増大している。Miller 事件および Evans 事件の双方において，

憲法上の諸原則および諸概念に公然と依拠することがみられたが， それは， HS2 事

件においてその最高潮に達していた傾向を補強するものであり，HS2 事件におい

ては，Neuberger 裁判官および Mance 裁判官は，「憲法的文書」および「法の支配

にとって基本的な」コモン・ロー上の原則から成る枠組みを考案するところにまで

行った82）。この傾向は， R (UNISON) v Lord Chancellor 事件83）においてもまた非常

に明白であり，本件において，最高裁判所は，雇用審判所（employment tribunals）

に訴えを提起しようとする訴訟当事者に対して政府によって課された手数料は司法

へのアクセスに対する干渉となるほどに高額であり，2007 年審判所，裁判所およ

び強行法（Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007）42 条 1 項に基づき手数料を

規定する広範な委任権限によって合法的に授権されていたものではないと判示し

た。本件の結果は，制定法解釈についての確立した判例法および慣行に沿って，権

限の明らかに非合理的な（unreasonable）行使に照らして，広範囲な委任権限に対

する黙示的制限の相対的に予測可能な強行を指摘するものなので，国会主権に対す

る挑戦を示しているわけではない84）。しかし，それにもかかわらず，挑戦は裁判所

の推論の中に潜在しているかもしれず，それは，公法上のジレンマ（public law di-

lemmas）を解決するために，憲法上の諸原則に焦点を移動させていることを示し

ている。Reed 裁判官の指導的意見によれば，「裁判所へのアクセスという憲法上の

権利は， 法の支配に固有のものであり」， それは， 「そのようなアクセスがなければ， 

法律は空文とならざるを得ず，国会によって行われる仕事は無益なものになるかも

しれず，そして，国会議員の民主的選挙は意味のない見せかけとなるかもしれな

い」が故に，相当な重要性を有するものである。「これは，裁判所が他のもののよ

うに単に公的サービスを提供するだけのものではないことの理由である」85）。この

ような印象的な枠組み作りは，憲法的な司法判断の重々しさを増加させ，かつ，国

会主権の原理と競合する潜在性（本件で現実化したかどうかにかかわらず）を有す

る諸原則を構成するという非常に明白な効果を有するが，その場合，そうすること

の必然性は，広範囲にわたる委任された立法権能の範囲に関する合理的な制限の存

在を確立するという司法部の核となる役割を実行する際には，決して明確なことで

はない。国会主権の原理は， 立法のテキストは単に国会が明確に意図した（および， 

意図していない）ことだけでなく「テキストの基礎にある憲法上の諸原則」にも照

らして解釈されなければならないという論議を裁判所がますます強調する場合に
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は， 過度に不確実な状態になるように思われる。そして， このことは， UNISON 事

件における Reed 裁判のように， 「制定法解釈の諸原則」 は， 立法の文言によって把

握された国会の意図に対してではなく，それらのあいまいな憲法上の諸原則に対し

て「効果を与える」ために存在するということが示唆される場合に，とくにそうで

ある86）。UK の最高裁判所の立憲主義化の傾向は，将来，国会主権に関するより一

層洗練された干渉の根拠を提供するかもしれない。

これら注目を集める主張は，R (Pham) v Secretary of State for the Home Depart-

ment 事件87）において提起された，国会主権とその他の憲法上の諸原則との間の関

係についてのより微妙な問題と対照をなすかもしれない。本件は，国内的市民権

（citizenship）と EU 市民権との間の関係に関するものであるが，そこでは国会主権

の重要性の表向きの承認，および EU 法の国内的効力は国会による授権に依存する

という事実の繰り返しがみられる88）。しかしながら，裁判所は 1972 年 EC に関する

法律によって EU 規範に対して与えられた明白に無制限の授権の中に黙示的制約を

読み込むことができるかどうかについての継続中の（しかし，結論が出ていない）

議論もまた存する。Pham 事件において，実質的な問題は，文字通りに解釈された

EU 諸条約は市民権のコントロールを加盟国の権限に委ねているようにみえるの

で，EU 市民権を所持していることは国内的市民権の取り消しを規制する国内準則

の作用に対する制約となりうるのかどうかに関するものであった89）。HS2 事件90）

におけるように，Pham 事件において，最高裁判所は，EU 司法裁判所 （the Court 

of Justice of the European Union）によって採用された EU 法の解釈について疑問を

提起し，そして，とくにそうすることが国内の憲法的な諸規範あるいは国王大権の

重大さに異議申立てすることになる場合，国内裁判所は EU 司法裁判所による司法

の行き過ぎを受け入れる義務を負わされているのかどうかについて考察しようとし

た。最高裁判所は，市民権に対する国家の権能は表向きは至高の EU 法に直面した

としても譲歩しえないことを Pham 事件において示唆するために立憲主義（consti-

tutionalism）に根ざした明白な枠組みを採用したが，それは，HS2 事件において，

最高裁判所が，国会特権を保護する憲法的に基本的な国内準則はそれに反対する

EU 諸規範に抵抗するものとなるかもしれないと示唆していたのと同様である。し

かし，表向きは EU 法の至高性に対して国内の憲法上の諸原則を優先させているよ

うであるが，Pham 事件および HS2 事件における最高裁判所の（決して履行され

ておらず，それ故，最終的には仮説的である）アプローチは，実際には，国会主権

を犠牲にしてその他の国内の憲法上の諸原則を優先させる結果となりうるもので
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あった。というのは， 1972 年 EC に関する法律は， それが EU 法に与える国内での

至高性に関していかなる明白な憲法上の制限も確立していないからであり，そし

て，もし，そのような制限が（一般的であれ，個別的であれ）確立されるべきだと

したら，それらは，司法部によって一方的に課されるものではなく，より広範な政

治的な審査の後で，特定の立法を通して主権的な国会によって確実に課されるべき

ものだからである。目前に迫る UK の EU からの離脱は，この特殊なジレンマを解

決するであろうが，この文脈で選択された基本的な諸原則を保護するような方法

で立法を解釈しようとする裁判所の潜在的な意欲は，憲法的なコモン・ロー的推論

（constitutional common law reasoning）という一層論争的なスタイルの方向へと向か

う司法部のより一般的な傾向を強化することになり，それは，国会が EU 法の国内

での地位についての決定に対する責任を負うことを認める初期の判例において明ら

かである司法的ミニマリズムと著しい対照をなしている91）。

最終的に，以上三つの傾向は連動しているとみることができ，法的に無制限な権

限に対する例外についての推測の増大は，国会による立法の中にさらに精密な黙示

的制限を読み込むことによって強化され，そしてより洗練された競合する憲法上の

諸原則に依拠することによって正当化される。そして，このパターンにはいくつか

注目すべき例外が存在し，それは制定法解釈に対するより形式主義的アプローチが

明白な場合92），あるいは国会主権の通常の含意から外れた拡張主義的な立憲主義的

議論が多数派の支持を得られない場合93）に見出されるが， この変化しつつある司法

的アプローチの全体的な軌道は明確である。Miller 事件の含意の評価は，こうして

より一般的な文脈において行われなければならない。そうすることは，国会主権の

原理の形式的再主張とその実際上の含意に対する尊重との間の緊張関係を示してい

る。国会主権が論争的概念であるということが意味することは，それは真に重要な

ことであるが，同原理に対する潜在的に表面的な司法部の支持を超えたところをみ

なければならず，そしてまた，同原理を下支えする諸概念が実際に実現されている

のかどうかを探求しなければならないということである。というのは，国会主権

は，それが再主張されるまさにその瞬間に異議申立てされることもあり，実際はそ

れどころか，その再主張の仕方にもよるが，国会主権はまさにその再主張を通して

異議申立てされることさえある。国会主権の原理に対する複雑なしばしば矛盾する

近年の司法部の関与を背景にして，国会のそれ自身の主権性に対するアプローチを

探求することは，さらに一層重大なことになっている。
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